
具体的な援助の内容 

ファミリー・サポート・センターで行う援助

は，あくまでも，子どもへの急な対応や手不足

を補うもので短期的，補助的なものです。 

 

1．保育園・幼稚園等の開始前，終了後子どもを

預かること 

2．学校、学童等の開始前、終了後に子どもを預

かること 

3．保護者が学校行事に参加する場合、一時的に

子どもを預かること 

4．保護者が病気、出産、介護等に該当する場合、

一時的に子どもを預かること 

5．子どもが軽い病気の場合等．臨時的、突発的

に子どもを預かること 

6．保育園、幼稚園等への送迎を行うこと 

7．その他、育児に関する補助を行うこと 

 

 

ファミリー･サポート･センターは，地域において，育児の援助を 
受けたい人と行いたい人が会員となり，育児について助け合う 
会員組織です。 

 

 子育て応援します！！ 
 

 

 

  

 

 

 

                        

 

                                 

                                 

                        

 

 

 

 

 

 

全体交流会 

 

 

○H24年度より割引制度が実施され、依頼会員の負担が      

少なくなりました。更に令和２年４月より、ひとり親

家庭への利用料金を助成しております。 

 

 

 

 

 

        

                                    

  

毎日の育児の中で、用事を済ませたい、美容院や病院に行きたい。又、仕事のため子育ての

サポートをしてほしい。そんなときのために、ファミリー・サポート・センターの会員にな

っておくと安心です。援助を依頼したい日・時間が決まったら、センターへお電話でお申し

込みください。可能な限り対応させていただきます。 

ファミリー・サポート・センター 

受付時間 月～金曜日 ９：００～１７：００ 

※国民の祝日，年末年始（１２/２９～１/３）を除く 

TEL  ２３－３９２０ 
FAX ２３－３９２１ 

●依頼会員になるには？ 

 登録手続き日を電話で予約し、手続きを行います。 

函館市居住の方ならどなたでも会員になれます。 

●利用できる対象となる子どもは？ 

 ０歳から小学校６年生までです。 

●見てくれるのはどんな人？ 

 函館市在住でセンターにて 30時間程度の講習を受け，修了した人が 

提供会員として活動しています。 

●料金のお支払いは？ 

 活動終了後，依頼会員が提供会員に直接料金を支払います。 

●補償保険制度について 

 育児の援助活動中の事故などに備えるために，会員になると自動的に 

「ファミリー・サポート・センター補償保険」に加入しています。 

（保険掛金の会員負担はありません） 

 

※詳しくは，下記までお問い合わせください。 


